
平成２３年１２月２６日 
 
 
 報 道 機 関 各 位 
 
 

福島第一原子力発電所事故を踏まえた環境放射線測定の見直しについて 
 
 

福島第一原子力発電所の原子炉の状況が比較的安定し、原子炉施設からの放射性物

質の放出は十分小さくなってきていることを踏まえて、文部科学省は、平成２３年 

１２月２２日に「『総合モニタリング計画』に基づく、東京電力福島第一原子力発電

所事故の発生を受けて文部科学省が継続的に実施している放射線モニタリングの見

直しについて」を示しました。これを受けて、県は、別紙のとおり環境放射線測定を

見直すこととしました。 
環境試料の測定結果等の公表につきましては、平成２４年１月以降は、空間放射線

量率及び環境試料の測定結果を月ごとに取りまとめてお知らせします。また、県のホ

ームページにおいて空間放射線量率の測定結果を毎平日に更新することとします。 
なお、これらの測定結果は次のアドレスからご覧いただけます。 
 

・県内の放射性物質調査結果（青森県庁ホームページ） 
http://www.pref.aomori.lg.jp/koho/hoshasei_chosa.html#18 
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別  紙 
 
 

環境放射線測定の見直し 
 

項目 現状 見直し後 見直しの時期 
モニタリングステ

ーション・モニタ

リングポスト 

連続測定の結果を

毎日取りまとめ。 
連続測定の結果を毎平日に取

りまとめ（土日祝日の測定結果

は翌平日に取りまとめ）。 

１２月２８日

９時の測定ま

で。 

可搬型モニタリン

グポスト 
連続測定の結果を

毎平日に取りまと

め（土日祝日の測

定結果は翌平日に

取りまとめ）。 

同左 ― 

可搬型サーベイメ

ータ 
毎日測定。 月１回測定。 

モニタリングポストの測定値

から国が計算で求める地上１

ｍにおける線量率推計値の検

証のため実施。 

１２月２７日

の測定まで。 

降下物 
（雨水、ちり） 

毎日核種分析。ま

た、１か月分をま

とめて核種分析。 

１か月分をまとめて調査する

月間降下物に一本化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
１２月２７日

の採取・分析ま

で。 

上水（蛇口水） 
 

毎日採水し前処理

せず核種分析。 
毎平日に 1.5L ずつ採水し、３

か月分をまとめて前処理（蒸

発・濃縮）し核種分析（１月か

ら実施）。 

１２月２７日

の採取・分析ま

で。 

 
 


